
 

 

目黒区三田地区駐車場修繕工事による臨時休業について 

 

目黒区三田地区駐車場条例（平成６年９月目黒区条例第３１号）第２条の規

定により、目黒区三田地区駐車場を臨時休業する。 

 

１ 臨時休業日 

   令和３年２月２７日（土）から２月２８日（日）まで（２日間） 

 

２ 休業理由 

   設備の経年劣化に適切に対応し、安定的なサービスの提供を維持するた 

め、駐車場設備の修繕工事を行う。 

 

３ 周知方法 

・めぐろ区報 １月２５日号及び目黒区ホームページに掲載 

・施設内にポスター等を掲示 

 

施設案内図 
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